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新潟県後期高齢者医療広域連合特別職の職員等の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例 
新旧対照表 

新 旧 

新潟県後期高齢者医療広域連合特別職の職員等の報酬及び費用弁償等に関する 

条例 

平成１９年３月１日 

条例第１９号 

 

 

（支給対象） 

第２条 次に掲げる者（以下「特別職の職員等」という。）がその職務に従事した

ときは、報酬及び費用弁償を支給する。 

(1)～(4) （略） 

(5) 前各号に掲げる者以外の非常勤の職員（地方公務員法（昭和２５年法律第２

６１号）第２２条の４第１項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。

以下「非常勤職員」という。） 

２ （略） 

新潟県後期高齢者医療広域連合特別職の職員等の報酬及び費用弁償等に関する 

条例 

平成１９年３月１日 

条例第１９号 

 

 

（支給対象） 

第２条 次に掲げる者（以下「特別職の職員等」という。）がその職務に従事した

ときは、報酬及び費用弁償を支給する。 

(1)～(4) （略） 

(5) 前各号に掲げる者以外の非常勤の職員（地方公務員法（昭和２５年法律第２

６１号）第２８条の５第１項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。

以下「非常勤職員」という。） 

２ （略） 

 

附 則 

この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

  

 


